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４．現場状況写真集 

事業系ごみ１回目（R6.11.27） 

 

調査対象：事業系１回目 

調査年月日：令和 6年 11月 27日(水) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査試料全景 
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１.紙類 

   

１－１ 新聞紙（折り込み広告含む） １－２ 雑誌（本含む） １－３ ダンボール 

   

１－４ 紙パック 
１－４－１ アルミ付き 

１－４ 紙パック 
１－４－２ アルミなし 

１－５ ボール紙 
１－５－１ 容器包装該当 

   

１－５ ボール紙 
１－５－２ 容器包装非該当 

１－６ カップ型容器  
容器包装該当 

１－７ 紙コップ・紙皿 

   

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－１ 包装紙 

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－２ 紙袋 

１－９ 色白紙 
１－９－１ オフィス用紙（色白紙） 
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１－９ 色白紙 
１－９－２ その他色白紙 

１－10 色付紙 
１－10－１ オフィス用紙（色付紙） 

１－10 色付紙 
１－10－２ 封筒 

   

１－10 色付紙 
１－10－３ その他色付紙 

１－11 その他紙類 
１－11－１ 紙おむつ 

１－11 その他紙類 
１－11－２ リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－３ シュレッダー紙 

１－11 その他紙類 
１－11－４ 伝票 

１－11 その他紙類 
１－11－５ 紙類の禁忌品 

  

 

１－11 その他紙類 
１－11－６ 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

１－11 その他紙類 
１－11－７ その他 

 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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２.プラスチック類 

  

 

２-１ ペットボトル 
２－１－１ ５００ｍｌ以下 

２－１ ペットボトル 
２－１－２ ５０１ｍｌ以上 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－１ 白色トレー 

 

  

２－２ 発泡スチロール 
２－２－２ 色付きトレー 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－３ 魚箱類 

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－１ 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－２ 容器類（容器類以外） 

２－４ プラスチック成型品 
２－５ 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

２－６ 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 

排出なし 
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３.木竹類 

  

 

３－１ 植木剪定材 
３－１－１ 木・草類 

３－１ 植木剪定材 
３－１－２ 竹・シュロ類 

３－２ 植木剪定材以外 

 

４.厨芥類 

   

４－１ 厨芥類     
４－１－１ 調理残渣（適正除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－２ 調理残渣（過剰除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－３ 食べ残し等 

 

  

４－１ 厨芥類     
４－１－４ 未開封食品類 

  

 

５.布類 

  

 

５－１ 事業活動特有の布類 ５－２ その他のリサイクルできる布類 ５－３ リサイクルできない布類 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 
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６.その他可燃物 

  

 

６－１ 皮革製品 ６－２ 皮革以外 その他可燃物  

７.ゴム類 

 

  

７－１ ゴム類   

 

８.金属ガラス類 

 

 

 

８－１ 金属類 
８－１－１ 飲食用アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－２ 飲食用以外アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－３ 飲食用スチール缶 

 

  

８－１ 金属類 
８－１－４ 飲食用以外スチール缶 

８－１ 金属類 
８－１－５ 缶以外 

８－２ ガラス類 
８－２－１ ビン類 

排出なし 

排出なし 
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８－２ ガラス類 
８－２－２ ビン類以外 

  

 

９.その他不燃物 

  

 

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－１ 危険・処理困難物 

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－２ 排出禁止物 

９－２ 小型家電 

   

９－３ その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－１ 排出容器等   

  

排出なし 

排出なし 
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事業系ごみ２回目（R6.11.27） 

調査対象：事業系ごみ２回目 

調査年月日：令和 6年 11月 27日(水) 

 

 

調査試料全景 
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１.紙類 

  

 

１－１ 新聞紙（折り込み広告含む） １－２ 雑誌（本含む） １－３ ダンボール 

   

１－４ 紙パック 
１－４－１ アルミ付き 

１－４ 紙パック 
１－４－２ アルミなし 

１－５ ボール紙 
１－５－１ 容器包装該当 

   

１－５ ボール紙 
１－５－２ 容器包装非該当 

１－６ カップ型容器  
容器包装該当 

１－７ 紙コップ・紙皿 

   

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－１ 包装紙 

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－２ 紙袋 

１－９ 色白紙 
１－９－１ オフィス用紙（色白紙） 

  

排出なし 
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１－９ 色白紙 
１－９－２ その他色白紙 

１－10 色付紙 
１－10－１ オフィス用紙（色付紙） 

１－10 色付紙 
１－10－２ 封筒 

   

１－10 色付紙 
１－10－３ その他色付紙 

１－11 その他紙類 
１－11－１ 紙おむつ 

１－11 その他紙類 
１－11－２ リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－３ シュレッダー紙 

１－11 その他紙類 
１－11－４ 伝票 

１－11 その他紙類 
１－11－５ 紙類の禁忌品 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－６ 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

１－11 その他紙類 
１－11－７ その他 

 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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２.プラスチック類 

  

 

２-１ ペットボトル 
２－１－１ ５００ｍｌ以下 

２－１ ペットボトル 
２－１－２ ５０１ｍｌ以上 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－１ 白色トレー 

 

  

２－２ 発泡スチロール 
２－２－２ 色付きトレー 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－３ 魚箱類 

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－１ 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－２ 容器類（容器類以外） 

２－４ プラスチック成型品 
２－５ 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

２－６ 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 

排出なし 
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３.木竹類 

  

 

３－１ 植木剪定材 
３－１－１ 木・草類 

３－１ 植木剪定材 
３－１－２ 竹・シュロ類 

３－２ 植木剪定材以外 

 

４.厨芥類 

 

 

 

４－１ 厨芥類     
４－１－１ 調理残渣（適正除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－２ 調理残渣（過剰除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－３ 食べ残し等 

 

  

４－１ 厨芥類     
４－１－４ 未開封食品類 

  

 

５.布類 

 

  

５－１ 事業活動特有の布類 ５－２ その他のリサイクルできる布類 ５－３ リサイクルできない布類 

排出なし 排出なし 

排出なし 

排出なし 
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６.その他可燃物 

 

 

 

６－１ 皮革製品 ６－２ 皮革以外 その他可燃物  

７.ゴム類 

 

  

７－１ ゴム類   

 

８.金属ガラス類 

   

８－１ 金属類 
８－１－１ 飲食用アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－２ 飲食用以外アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－３ 飲食用スチール缶 

   

８－１ 金属類 
８－１－４ 飲食用以外スチール缶 

８－１ 金属類 
８－１－５ 缶以外 

８－２ ガラス類 
８－２－１ ビン類 

排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 
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８－２ ガラス類 
８－２－２ ビン類以外 

  

 

９.その他不燃物 

 

  

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－１ 危険・処理困難物 

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－２ 排出禁止物 

９－２ 小型家電 

   

９－３ その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－１ 排出容器等   

  

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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事業系ごみ３回目（R6.11.28） 

 

調査対象：事業系ごみ３回目 

調査年月日：令和 6年 11月 28日(木) 

 

 

調査試料全景 
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１.紙類 

   

１－１ 新聞紙（折り込み広告含む） １－２ 雑誌（本含む） １－３ ダンボール 

   

１－４ 紙パック 
１－４－１ アルミ付き 

１－４ 紙パック 
１－４－２ アルミなし 

１－５ ボール紙 
１－５－１ 容器包装該当 

   

１－５ ボール紙 
１－５－２ 容器包装非該当 

１－６ カップ型容器  
容器包装該当 

１－７ 紙コップ・紙皿 

   

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－１ 包装紙 

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－２ 紙袋 

１－９ 色白紙 
１－９－１ オフィス用紙（色白紙） 
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１－９ 色白紙 
１－９－２ その他色白紙 

１－10 色付紙 
１－10－１ オフィス用紙（色付紙） 

１－10 色付紙 
１－10－２ 封筒 

   

１－10 色付紙 
１－10－３ その他色付紙 

１－11 その他紙類 
１－11－１ 紙おむつ 

１－11 その他紙類 
１－11－２ リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－３ シュレッダー紙 

１－11 その他紙類 
１－11－４ 伝票 

１－11 その他紙類 
１－11－５ 紙類の禁忌品 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－６ 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

１－11 その他紙類 
１－11－７ その他 

 

排出なし 

排出なし 

排出なし 

排出なし 
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２.プラスチック類 

 

  

２-１ ペットボトル 
２－１－１ ５００ｍｌ以下 

２－１ ペットボトル 
２－１－２ ５０１ｍｌ以上 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－１ 白色トレー 

  

 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－２ 色付きトレー 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－３ 魚箱類 

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－１ 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－２ 容器類（容器類以外） 

２－４ プラスチック成型品 
２－５ 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

２－６ 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 
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３.木竹類 

 

 

 

３－１ 植木剪定材 
３－１－１ 木・草類 

３－１ 植木剪定材 
３－１－２ 竹・シュロ類 

３－２ 植木剪定材以外 

 

４.厨芥類 

   

４－１ 厨芥類     
４－１－１ 調理残渣（適正除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－２ 調理残渣（過剰除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－３ 食べ残し等 

 

  

４－１ 厨芥類     
４－１－４ 未開封食品類 

  

 

５.布類 

 

  

５－１ 事業活動特有の布類 ５－２ その他のリサイクルできる布類 ５－３ リサイクルできない布類 

排出なし 

排出なし 
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６.その他可燃物 

 

 

 

６－１ 皮革製品 ６－２ 皮革以外 その他可燃物  

７.ゴム類 

 

  

７－１ ゴム類   

 

８.金属ガラス類 

 

 

 

８－１ 金属類 
８－１－１ 飲食用アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－２ 飲食用以外アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－３ 飲食用スチール缶 

  

 

８－１ 金属類 
８－１－４ 飲食用以外スチール缶 

８－１ 金属類 
８－１－５ 缶以外 

８－２ ガラス類 
８－２－１ ビン類 

排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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８－２ ガラス類 
８－２－２ ビン類以外 

  

 

９.その他不燃物 

 

  

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－１ 危険・処理困難物 

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－２ 排出禁止物 

９－２ 小型家電 

   

９－３ その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－１ 排出容器等   

  

排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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事業系ごみ４回目（R6.11.28） 

 

調査対象：事業系ごみ４回目 

査年月日：令和 6年 11月 28日(木) 

 

 

調査試料全景 
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１.紙類 

  

 

１－１ 新聞紙（折り込み広告含む） １－２ 雑誌（本含む） １－３ ダンボール 

   

１－４ 紙パック 
１－４－１ アルミ付き 

１－４ 紙パック 
１－４－２ アルミなし 

１－５ ボール紙 
１－５－１ 容器包装該当 

   

１－５ ボール紙 
１－５－２ 容器包装非該当 

１－６ カップ型容器  
容器包装該当 

１－７ 紙コップ・紙皿 

   

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－１ 包装紙 

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－２ 紙袋 

１－９ 色白紙 
１－９－１ オフィス用紙（色白紙） 

  

排出なし 排出なし 
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１－９ 色白紙 
１－９－２ その他色白紙 

１－10 色付紙 
１－10－１ オフィス用紙（色付紙） 

１－10 色付紙 
１－10－２ 封筒 

 

  

１－10 色付紙 
１－10－３ その他色付紙 

１－11 その他紙類 
１－11－１ 紙おむつ 

１－11 その他紙類 
１－11－２ リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－３ シュレッダー紙 

１－11 その他紙類 
１－11－４ 伝票 

１－11 その他紙類 
１－11－５ 紙類の禁忌品 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－６ 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

１－11 その他紙類 
１－11－７ その他 

 

排出なし 

排出なし 

排出なし 

排出なし 

排出なし 
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２.プラスチック類 

 

 

 

２-１ ペットボトル 
２－１－１ ５００ｍｌ以下 

２－１ ペットボトル 
２－１－２ ５０１ｍｌ以上 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－１ 白色トレー 

 

 

 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－２ 色付きトレー 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－３ 魚箱類 

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－１ 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－２ 容器類（容器類以外） 

２－４ プラスチック成型品 
２－５ 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

２－６ 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 

排出なし 
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３.木竹類 

 

 

 

３－１ 植木剪定材 
３－１－１ 木・草類 

３－１ 植木剪定材 
３－１－２ 竹・シュロ類 

３－２ 植木剪定材以外 

 

４.厨芥類 

   

４－１ 厨芥類     
４－１－１ 調理残渣（適正除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－２ 調理残渣（過剰除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－３ 食べ残し等 

 

  

４－１ 厨芥類     
４－１－４ 未開封食品類 

  

 

５.布類 

  

 

５－１ 事業活動特有の布類 ５－２ その他のリサイクルできる布類 ５－３ リサイクルできない布類 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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６.その他可燃物 

 

 

 

６－１ 皮革製品 ６－２ 皮革以外 その他可燃物  

７.ゴム類 

 

  

７－１ ゴム類   

 

８.金属ガラス類 

   

８－１ 金属類 
８－１－１ 飲食用アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－２ 飲食用以外アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－３ 飲食用スチール缶 

 

  

８－１ 金属類 
８－１－４ 飲食用以外スチール缶 

８－１ 金属類 
８－１－５ 缶以外 

８－２ ガラス類 
８－２－１ ビン類 

排出なし 

排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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８－２ ガラス類 
８－２－２ ビン類以外 

  

 

９.その他不燃物 

 

  

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－１ 危険・処理困難物 

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－２ 排出禁止物 

９－２ 小型家電 

   

９－３ その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－１ 排出容器等   

  

排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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事業系ごみ５回目（R6.11.29） 

 

調査対象：事業系ごみ５回目 

調査年月日：令和 6年 11月 29日(金) 

 

 

調査試料全景 
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１.紙類 

 

 

 

１－１ 新聞紙（折り込み広告含む） １－２ 雑誌（本含む） １－３ ダンボール 

   

１－４ 紙パック 
１－４－１ アルミ付き 

１－４ 紙パック 
１－４－２ アルミなし 

１－５ ボール紙 
１－５－１ 容器包装該当 

   

１－５ ボール紙 
１－５－２ 容器包装非該当 

１－６ カップ型容器  
容器包装該当 

１－７ 紙コップ・紙皿 

   

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－１ 包装紙 

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－２ 紙袋 

１－９ 色白紙 
１－９－１ オフィス用紙（色白紙） 

  

排出なし 
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１－９ 色白紙 
１－９－２ その他色白紙 

１－10 色付紙 
１－10－１ オフィス用紙（色付紙） 

１－10 色付紙 
１－10－２ 封筒 

   

１－10 色付紙 
１－10－３ その他色付紙 

１－11 その他紙類 
１－11－１ 紙おむつ 

１－11 その他紙類 
１－11－２ リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－３ シュレッダー紙 

１－11 その他紙類 
１－11－４ 伝票 

１－11 その他紙類 
１－11－５ 紙類の禁忌品 

  

 

１－11 その他紙類 
１－11－６ 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

１－11 その他紙類 
１－11－７ その他 

 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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２.プラスチック類 

 

 

 

２-１ ペットボトル 
２－１－１ ５００ｍｌ以下 

２－１ ペットボトル 
２－１－２ ５０１ｍｌ以上 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－１ 白色トレー 

  

 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－２ 色付きトレー 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－３ 魚箱類 

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－１ 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－２ 容器類（容器類以外） 

２－４ プラスチック成型品 
２－５ 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

２－６ 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 

排出なし 

排出なし 
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３.木竹類 

 

 

 

３－１ 植木剪定材 
３－１－１ 木・草類 

３－１ 植木剪定材 
３－１－２ 竹・シュロ類 

３－２ 植木剪定材以外 

 

４.厨芥類 

   

４－１ 厨芥類     
４－１－１ 調理残渣（適正除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－２ 調理残渣（過剰除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－３ 食べ残し等 

 

  

４－１ 厨芥類     
４－１－４ 未開封食品類 

  

 

５.布類 

 

 

 

５－１ 事業活動特有の布類 ５－２ その他のリサイクルできる布類 ５－３ リサイクルできない布類 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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６.その他可燃物 

  

 

６－１ 皮革製品 ６－２ 皮革以外 その他可燃物  

７.ゴム類 

 

  

７－１ ゴム類   

 

８.金属ガラス類 

 

  

８－１ 金属類 
８－１－１ 飲食用アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－２ 飲食用以外アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－３ 飲食用スチール缶 

 

 

 

８－１ 金属類 
８－１－４ 飲食用以外スチール缶 

８－１ 金属類 
８－１－５ 缶以外 

８－２ ガラス類 
８－２－１ ビン類 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 
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８－２ ガラス類 
８－２－２ ビン類以外 

  

 

９.その他不燃物 

  

 

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－１ 危険・処理困難物 

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－２ 排出禁止物 

９－２ 小型家電 

   

９－３ その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－１ 排出容器等   

  

排出なし 

排出なし 

排出なし 

排出なし 
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事業系ごみ６回目（R6.11.29） 

 

調査対象：事業系ごみ６回目 

調査年月日：令和 6年 11月 29日(金) 

 

 

調査試料全景 
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１.紙類 

   

１－１ 新聞紙（折り込み広告含む） １－２ 雑誌（本含む） １－３ ダンボール 

   

１－４ 紙パック 
１－４－１ アルミ付き 

１－４ 紙パック 
１－４－２ アルミなし 

１－５ ボール紙 
１－５－１ 容器包装該当 

   

１－５ ボール紙 
１－５－２ 容器包装非該当 

１－６ カップ型容器  
容器包装該当 

１－７ 紙コップ・紙皿 

   

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－１ 包装紙 

１－８ 紙袋・包装紙 
１－８－２ 紙袋 

１－９ 色白紙 
１－９－１ オフィス用紙（色白紙） 
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１－９ 色白紙 
１－９－２ その他色白紙 

１－10 色付紙 
１－10－１ オフィス用紙（色付紙） 

１－10 色付紙 
１－10－２ 封筒 

 

  

１－10 色付紙 
１－10－３ その他色付紙 

１－11 その他紙類 
１－11－１ 紙おむつ 

１－11 その他紙類 
１－11－２ リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－３ シュレッダー紙 

１－11 その他紙類 
１－11－４ 伝票 

１－11 その他紙類 
１－11－５ 紙類の禁忌品 

 

 

 

１－11 その他紙類 
１－11－６ 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

１－11 その他紙類 
１－11－７ その他 

 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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２.プラスチック類 

 

 

 

２-１ ペットボトル 
２－１－１ ５００ｍｌ以下 

２－１ ペットボトル 
２－１－２ ５０１ｍｌ以上 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－１ 白色トレー 

  

 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－２ 色付きトレー 

２－２ 発泡スチロール 
２－２－３ 魚箱類 

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－１ 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

２－３ 容器包装該当プラスチック類 
２－３－２ 容器類（容器類以外） 

２－４ プラスチック成型品 
２－５ 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

２－６ 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 

排出なし 排出なし 
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３.木竹類 

 

 

 

３－１ 植木剪定材 
３－１－１ 木・草類 

３－１ 植木剪定材 
３－１－２ 竹・シュロ類 

３－２ 植木剪定材以外 

 

４.厨芥類 

   

４－１ 厨芥類     
４－１－１ 調理残渣（適正除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－２ 調理残渣（過剰除去） 

４－１ 厨芥類     
４－１－３ 食べ残し等 

 

  

４－１ 厨芥類     
４－１－４ 未開封食品類 

  

 

５.布類 

 

 

 

５－１ 事業活動特有の布類 ５－２ その他のリサイクルできる布類 ５－３ リサイクルできない布類 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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６.その他可燃物 

 

 

 

６－１ 皮革製品 ６－２ 皮革以外 その他可燃物  

７.ゴム類 

 

  

７－１ ゴム類   

 

８.金属ガラス類 

   

８－１ 金属類 
８－１－１ 飲食用アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－２ 飲食用以外アルミ缶 

８－１ 金属類 
８－１－３ 飲食用スチール缶 

 

 

 

８－１ 金属類 
８－１－４ 飲食用以外スチール缶 

８－１ 金属類 
８－１－５ 缶以外 

８－２ ガラス類 
８－２－１ ビン類 

排出なし 

排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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８－２ ガラス類 
８－２－２ ビン類以外 

  

 

９.その他不燃物 

   

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－１ 危険・処理困難物 

９－１ 危険・処理困難物 
９－１－２ 排出禁止物 

９－２ 小型家電 

   

９－３ その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－１ 排出容器等   

  

排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 

排出なし 
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